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定款一部変更に関するお知らせ 

 
 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を２００７年３月２８日開催予定の   

第９９回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
１．変更の理由 
   変更の理由は次のとおりであります。 
 （1）「会社法」（平成 17年法律第 86号）ならびに「会社法施行規則」（平成 18年法務省令第 12号）

および「会社計算規則」（同第 13号）が平成 18年５月１日に施行されたことに伴い、株主総会
参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類の一部または全部につき、インターネット開

示をもって株主に提供したものとみなすことができるように、第 18 条（株主総会参考書類等の
インターネット開示とみなし提供）を新設するものであります。 

 （2）株主総会における議決権の代理行使を行う代理人の員数を明確にするため、所要の変更を行う
ものであります。（現行定款第 19条） 

 （3）社外監査役として適切な人材を招聘することを容易にし、その職務遂行にあたり期待される役
割を十分に発揮できるよう、社外監査役との間に責任限定契約を締結することを可能とするため

の規定を新設するものであります。（変更案第 40条） 
 （4）条文を新設することにより、条数の繰下げを行うものであります。 
 （5）その他定款全体の整合性を図るため、一部表現を変更するものであります。 
 
２．変更の内容 
   変更の内容は別紙のとおりであります。 
 
３．日程 
   定款変更のための株主総会開催日   ２００７年３月２８日（水）   
   定款変更の効力発生日        ２００７年３月２８日（水）   

以 上 
 
 



（別紙） 
定款変更の内容 

（下線部は変更箇所を示します。） 
現 行 定 款 変  更  案 

 
 

（新 設） 

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみ

なし提供） 
第18条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主
総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計

算書類に記載または表示すべき事項に係る情報

を、法務省令に定めるところに従いインターネッ

トを利用する方法で開示することにより、株主に

対して提供したものとみなすことができる。 
 

（決議方法） 
第18条 株主総会の決議は、法令または本定款に
別段の定めのある場合を除き、出席した株主の議

決権の過半数でこれを行う。 
 

（決議方法） 
第19条 株主総会の決議は、法令または本定款に
別段の定めのある場合を除き、出席した議決権を

行使することのできる株主の議決権の過半数でこ

れを行う。 
 

（議決権の代理行使） 
第19条 株主は、本会社の議決権を有する株主を
代理人として、その議決権を行使することができ

る。 
 

（議決権の代理行使） 
第20条 株主は、本会社の議決権を有する株主１
名を代理人として、その議決権を行使することが

できる。 
 

第 20条 ～ 第 23条 
  （条文省略） 
 

第 21条 ～ 第 24条 
  （現行のとおり） 

（代表取締役） 
第24条 取締役会は、その決議により代表取締役
を選定する。 

（代表取締役） 
第25条 取締役会は、その決議によって代表取締
役を選定する。 
 

第 25条 ～ 第 28条 
  （条文省略） 
 

第 26条 ～ 第 29条 
  （現行のとおり） 

（取締役会の決議方法等） 
第 29条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出
席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 
2.本会社は、会社法第 370 条の要件を満たす場合
は、取締役会の決議の目的である事項につき、取

締役会の決議があったものとみなすことができ

る。 
 

（取締役会の決議方法等） 
第 30条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出
席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 
2.本会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたと
きは、取締役会の決議があったものとみなすこと

ができる。 
 

第 30条 ～ 第 38条 
  （条文省略） 
 

第 31条 ～ 第 39条 
  （現行のとおり） 

 
 
 
 
 

 



現 行 定 款 変  更  案 
 
 

（新 設） 

（社外監査役との責任限定契約） 
第 40条 本会社は、会社法第 427条第１項の規定
により、社外監査役との間に、任務を怠ったこと

による損害賠償責任を限定する契約を締結するこ

とができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任

の限度額は、法令が規定する額とする。 
 

第 39条 ～ 第 43条 
  （条文省略） 
 

第 41条 ～ 第 45条 
  （現行のとおり） 

（剰余金の配当等の決定機関） 
第44条 本会社は、法令に別段の定めがある場合
を除き、剰余金の配当等会社法第 459条第 1項各
号に定める事項については、株主総会の決議によ

らず取締役会の決議により定める。 
 

（剰余金の配当等の決定機関） 
第46条 本会社は、法令に別段の定めがある場合
を除き、剰余金の配当等会社法第 459条第 1項各
号に定める事項については、株主総会の決議によ

らず取締役会の決議によって定める。 
 

（剰余金配当の基準日） 
第 45 条 本会社の期末配当の基準日は、毎年 12
月 31日とする。 
2.本会社の中間配当の基準日は、毎年 6月 30日と
する。 
3.前二項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をす
ることができる。 
 

（剰余金の配当の基準日） 
第 47 条 本会社の期末配当の基準日は、毎年 12
月 31日とする。 
2.本会社の中間配当の基準日は、毎年 6月 30日と
する。 
3.前二項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をす
ることができる。 
 

第 46条 
  （条文省略） 
 

第 48条 
  （現行のとおり） 

 
以 上 


